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1.4.7 供給施設計画 

(1)給水施設計画 

給水施設計画は図 1.4-13に示すとおりである。 

計画地への給水は、東西道路より給水引込管を設ける計画である。 

 

(2)電力供給計画 

電力供給計画は図 1.4-14に示すとおりである。 

計画地への電力供給は、東西道路より普通高圧 1回線を引き込む計画である。 

 

(3)ガス供給計画 

本施設での都市ガスの利用については、協議・検討中である。 
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図 1.4-13 給水施設計画図 
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図 1.4-14 電力供給計画図 



34 

1.4.8 排水施設計画 

(1)排水計画 

排水計画は図 1.4-15に示すとおりである。 

本施設の排水は、新設下水配管を利用し接道の東西道路の下水本管（合流式）に接続する計

画である。 

 

(2)雨水排水計画 

雨水排水計画については、建築物の地下または屋外に雨水貯留槽を設ける計画であるが、設

置場所や容量は検討中である。雨水排水は下水本管（合流式）へ接続する計画である。 

 

 

 

  



35 

 
図 1.4-15 生活排水・汚水排水計画図 
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1.4.9 廃棄物処理計画 

ゴミ置き場の位置は図 1.4-16に示すとおりである。 

計画建築物内のスペースにゴミ置き場を設置する計画である。 

本事業では事業系一般廃棄物、産業廃棄物の排出を予定している。 

産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）に基づき、

廃棄物処理業の許可を受けた収集運搬業者及び処分業者等に委託し、適切に処理する計画であ

る。事業系一般廃棄物は、廃棄物の種類に応じ、自己搬入による川崎市の処理センターへの持

ち込み、又は古紙業者及び川崎市の許可を受けた収集運搬業者等に委託し、適切に処理する計

画である。 
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図 1.4-16 ゴミ置き場位置図 
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1.4.10 防・消火計画 

防・消火計画は図 1.4-17に示すとおりである。 

消火栓は既存消火栓の 100ｍ範囲に計画地が概ね包含されているが、一部範囲外の部分があ

るため、消火栓の新設を行う計画である。新設消火栓の位置は、今後の関係機関との協議にお

いて決定する。 
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図 1.4-17 防・消火計画図 
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1.4.11 熱源計画 

本事業で利用する空調は電気による熱源方式とし、「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97

号）に定めるばい煙発生施設及び「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」（平成 11年

川崎市条例第 50号）に定める排煙に係る指定施設に該当する設備は設置しない計画である。 

本計画で使用する室外機等は、1階及び 2階の設備スペースに設置予定である（詳細は「4.4.1 

騒音」（p.246～249）を参照）。 
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1.4.12 施工計画 

(1)工事概要 

主な工種別工事内容は表 1.4-9 に、工種概要は以下に示すとおりである。計画地は、更地で

あるため、計画建築物を建設する「新築工事」を行う計画である。 

 

表 1.4-9 主な工種別工事内容 

工 種 主要工事内容 主要建設機械 

新
築
工
事 

ア. 準備・ 
仮設工事 

建設工事を始める前に行う準備
作業 

バックホウ(0.1～0.7m3) 
ダンプ(4～10t) 
トラック(4～10t) 

イ. 杭・ 
地盤改良工事 

建物を支える地盤の強度や安定
性を向上させるために行う工事 

バックホウ(0.1～0.7m3) 
発電機(50～149KVA) 
トラック(4～10t) 
トレーラー(25t) 

ウ. 山留工事 
地下工事や掘削時に周囲の土砂
が崩れないように支える工事 

バックホウ(0.1～0.7m3) 
ラフタークレーン(20・50t) 
発電機(50～149kVA) 
ダンプ(4～10t) 
トラック(4～10t) 
トレーラー(25t) 

エ. 基礎躯体工事 建物の基礎部分を構築する工事 

バックホウ(0.1～0.7m3) 
ラフタークレーン(20・50t) 
発電機(50～149kVA) 
ダンプ(4～10t) 
コンクリートミキサー車(2～4.5m3) 
コンクリートポンプ車(4～10t) 
トラック(4～10t) 
トレーラー(25t) 

オ. 仕上工事 建物の外装・内装を仕上げる工事 

ラフタークレーン(20・50t) 
発電機(50～149kVA) 
トラック(4～10t) 
トレーラー(25t) 

カ. 設備工事 
建物に必要な設備を設置する工
事 

ラフタークレーン(20・50t) 
発電機(50～149kVA) 
トラック(4～10t) 
トレーラー(25t) 

キ. 外構工事 建物の外部空間を整備する工事 

バックホウ(0.1～0.7m3) 
ラフタークレーン(20・50t) 
発電機(50～149kVA) 
ダンプ(4～10t) 
コンクリートミキサー車(2～4.5m3) 
コンクリートポンプ車(4～10t) 
トラック(4～10t) 
トレーラー(25t) 
アスファルトローラー(2～8t) 
アスファルトフィニッシャー(2.3～6m) 
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ア 新築工事 

（ア） 準備・仮設工事 

建設工事を始める前に行う準備作業。現場の整地、仮囲い、仮設道路、仮設事務所や電

気・水道の設置など、工事を安全かつ円滑に進めるための環境を整える。 

 

（イ） 杭・地盤改良工事 

建築物を支持する地盤の強度および安定性を向上させるために実施する工事。軟弱地盤

や支持力不足の地盤に対して行われ、建物の不同沈下や傾斜を防止することを目的とする。 

 

（ウ） 山留工事 

地下工事や掘削時に周囲の土砂が崩れないように支える工事。鋼矢板や H 形鋼などを使

って土留め壁を設置し、周辺構造物や地盤の安定を確保する。 

 

（エ） 基礎躯体工事 

建物の基礎部分を構築する工事。鉄筋コンクリートの基礎スラブや基礎梁を施工し、建

物全体を支える重要な構造体を形成する。また、移動式クレーンを用いて鉄筋、型枠等の

資材揚重を行い、コンクリートポンプ車にてコンクリート打設を行う。 

 

（オ） 仕上工事 

建物の外装・内装を仕上げる工事。壁、床、天井の仕上げ、塗装、タイル貼り、建具取り

付けなど、見た目や機能を整える工程。 

 

（カ） 設備工事 

建物に必要な設備を設置する工事。給排水、電気、空調、換気、防災設備など、生活や業

務に不可欠な機能を整える。 

 

（キ） 外構工事 

建物の外部空間を整備する工事。駐車場、歩道、植栽、フェンス、門扉など、敷地全体の

景観や利便性を向上させる。 

 

全体の工事工程は、表 1.4-10に示すとおりである。 
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(2)仮設計画 

仮設計画は図 1.4-18に示すとおりである。 

工事中は、各棟の敷地外周には鋼版製の仮囲い（高さ約 1.8ｍ）を設置する計画である。また、

工事ゲートについて、敷地南側の東西道路に 1箇所設置する計画である。 

 

(3)工事中排水計画 

工事中の雨水排水は、仮設沈砂施設等により濁水処理した後、公共下水（合流式）へ放流し、

適正な排水の維持に努める。 

 

(4)工事の作業時間 

工事の作業時間は、内装工事などの屋内での静作業を除き、原則として午前 8 時～午後 6 時

（休憩時間 正午から午後１時、日曜日を除く）までとし、前後 1時間程度は工事の準備及び片

付け等を実施する。 

ただし、コンクリート打設等のように工事の性質上、作業の中断が困難である場合や天候な

どの事情により作業時間及び日程に変更が生ずる場合等の事情により作業時間及び日程に変更

がある場合には、工事を行うことがある。 

 

(5)交通安全対策 

工事用車両出入口には誘導員を配置し、歩行者等の安全確保及び交通事故防止に努める計画

である。 

 

(6)工事用車両運行計画 

工事用車両の走行ルートは図 1.4-19(1)～(2)に示すとおりである。 

工事用車両は、東西道路から計画地へ大型車は右折入庫、小型車は右左折入庫する。退場時

は左折出庫し浜町交差点を経由して各方向へ走行する計画である。 

工事用車両の計画ピーク日台数を、表 1.4-11に示す。1日あたりの工事用車両のピーク日台

数は、着工後延べ月で 11 ヶ月目の 185 台/日である。搬出入車両（大型車）が 79 台/日、小型

車車両が 106 台/日を計画している。 

 

表 1.4-11 工事用車両の計画ピーク日台数（片道台数） 

区分 着工後延べ月 11 ヶ月目 

搬出入車両（大型車） 79 台/日 

通勤用車両（小型車） 106 台/日 

合 計 185 台/日 
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図 1.4-18 仮設計画及び工事車両出入口図 
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図 1.4-19(1) 工事用車両走行ルート（大型車） 
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図 1.4-19(2) 工事用車両走行ルート（小型車） 
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(7)工事中の安全対策及び環境保全対策 

工事に係る安全対策及び環境保全対策として、次の事項を実施する計画である。 

ア 安全対策 

・工事実施に先立ち、指揮･命令系統を記載した現場体制表を作成し、責任体制を明確に

し、外部からの問い合わせにも適切かつ迅速に対応できるようにする。 

・資材運搬等の車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管理

に努める。 

・工事用車両出入口に誘導員を配置し、歩行者、特に通学中の児童の安全確保と交通渋滞等

の発生防止に努める。 

・工事用車両の運転者に対し、適宜安全運転教育を実施し、交通法規を遵守することはもと

より交通安全施設が十分でない箇所などでは特に徐行運転を心がけることや横断歩道前で

は歩行者等の確認を十分に行うなどの安全運転を徹底し、歩行者及び自転車、一般車両の

安全を確保する。 

・工事用車両の運行管理を適切に実施し、計画地周辺の待機車両の発生防止を徹底する。 

・工事用車両の待機場所を工事区域内に極力確保し、待機車両が発生しないよう努める。 

 

イ 環境保全対策 

・新築工事の土工事等では粉じん等の発生及び拡散が生じないようにするため、計画地内の

散水、防じんシートの設置及び清掃を適切に実施する。 

・建設機械については、可能な限り最新の排出ガス対策型・低騒音型を使用し、工法につい

ても極力騒音及び振動の影響が小さい工法を採用する。 

・計画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械が稼働する時間帯や場所の効率化・平準

化に努め、建設機械の集中的な稼働を抑制する。 

・工事用車両については、可能な限り最新の排出ガス規制適合車を使用する。 

・適切な施工計画により、工事用車両の集中的な運行を抑制する。 

・建設機械の運転者に対しては、適宜運転教育を実施し、待機中のアイドリングストップ、

負荷の少ない運転を徹底する。 

・工事用車両の運転者に対しては、適宜運転教育を実施し、待機中のアイドリングストッ

プ、加減速の少ない運転を行うこと等のエコドライブを徹底する。 

・定期的な建設機械の整備及び点検を実施し、装置の不具合や高負荷等を防止することによ

り、大気汚染物質排出量、騒音、振動の増加を抑制する。 

・定期的な工事用車両の整備及び点検を実施し、車両の不具合等の防止による大気汚染物質

排出量、騒音、振動の増加を抑制する。 

・舗装工事及び防水工事は、材料及び施工方法を検討し、悪臭の発生抑制に努める。 

・工事中の雨水排水は、仮設沈砂施設等により処理した上、公共下水（合流式）に排水し、

適正な排水の維持に努める。 

・計画地が形質変更時要届出区域であることから、汚染土壌が確認されている範囲にて工事

を実施する場合は、汚染土壌を土壌汚染対策法等、関係法令に基づき適切に処理する。 
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ウ 廃棄物等処理計画 

・産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号）を遵守

して、産業廃棄物処理業の許可を得た処理業者へ委託し、適正な処理を行う。 

・産業廃棄物は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104

号）、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成14年5月30日改正、国土交通省）等に基づ

き資源化の促進を図る。 

・建設発生土は、「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」（平成11年神奈川県条例第3

号）、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成3年法律第48号）、「建設副産物

適正処理推進要綱」等に基づき資材の有効な利用の促進を図るとともに、適正な処理を行

う。 
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